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  令和２年６月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  令和２年６月２９日（月）午後２時３０分～午後４時３０分 

 

２．場 所 

  河内長野市役所３階 ３０１会議室 

 

３．出席委員 

  松本教育長、澤田教育長職務代理者、嘉名委員、藤本委員、尾上委員 

 

４．会議録署名委員 

  松本教育長、澤田教育長職務代理者、嘉名委員 

 

５．事務局出席者 

宮阪教育推進部長、小川生涯学習部長、中田教育推進部理事、安田教育推

進部理事、山崎教育総務課長、生田教育指導課長、大谷教育指導課参事、篠

﨑教育指導課参事、二井文化・スポーツ振興課長、伊藤文化財保護課長、森

地域教育推進課長、有村図書館長、武本教育総務課長補佐、帯屋教育総務課

庶務係長 

 

６．会議要録 

 開 会 

  松本教育長 

ただいまより教育委員会会議を開催することといたします。 

それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、令和２年６月定例

教育委員会会議を開会いたします。 

 

（1）前回会議録の承認 

   松本教育長 

前回会議録について、何かご異議、ご質問などございませんか。 
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特にご異議等がありませんでしたので、前回会議録を承認することとい 

たします。  

 

（2）署名委員の指名 

松本教育長 

今回の会議録の署名は、私のほかに澤田教育長職務代理者と嘉名委員に

お願いします。 

 

澤田教育長職務代理者、嘉名委員 

   了解しました。 

 

（3）教育長報告 

松本教育長 

次に教育長報告にうつります。 

５月２５日から６月２８日までの間の活動、主なものを申し上げます。 

まず５月２６日火曜日は、教育物品の寄贈式を行いました。小金丸工業

株式会社からスポットクーラーを市内の中学校全校に寄贈いただきまし

た。 

６月１日月曜日は、市部長会。それから市議会本会議に出席しました。

も同じく新型コロナウイルス関連肺炎対策本部会議に出席しました。 

２日火曜日は、都市教育長協議会臨時役員会に参加して参りました。市

町村で新型コロナ関係で緊急に府の教育委員会に要望を提出する件につ

いて話し合いをしております。 

４日木曜日は、市校長会に出席していました。 

８日月曜日は、教育物品の寄贈式を行いました。株式会社大阪ケース製

作所からスクールデスクパーテーションを、市内の小学校全児童数寄贈い

ただきました。同じく河内長野市商工会女性部からも同製品を放課後児童

会に寄贈いただきました。 

１０日水曜日、１１日木曜日は、市議会本会議に出席しました。１１日

には市教頭会にも出席しておりました。 

１２日金曜日は、大阪府教育庁市町村教育室長の応接をいたしておりま
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す。 

１５日月曜日は、福祉教育常任委員会に出席しました。 

１６日火曜日は、地区中学校校長会に出席しました。 

１８日木曜日は、予算常任委員会に出席しました。午後は、大阪府教育

庁人事対策協議会に出席してきました。 

２２日月曜日、２４日水曜日は、市議会本会議に出席しました。 

２５日木曜日は、わかば基金の運営委員会に出席しました。 

以上、教育長報告を終わります。何かご質問はございませんか。 

つづいて、各委員から報告事項、情報提供をお願いいたします。 

 

（4）教育委員報告 

澤田教育長職務代理者 

報告ではありませんが、新型コロナ関連で、児童生徒の机の前に遮閉物

を置くということは非常に良いことだと思っています。 

また、夏休み期間中に児童生徒が登校するということになりましたが、

どちらかの自治体で雨傘をさして登校させるという取組みをするようで、

これも良いことだと思っています。マスクをして登校することになるので、

暑さ対策として、このようなことも認めていく必要があると考えています。 

 

松本教育長 

検討いたします。 

他に無いようですので、教育委員報告を終わります。 

 

（5）議事（要旨） 

松本教育長 

それでは、本日の案件に入ります。 

議案第２１号「河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

の一部改正について」の説明をお願いします。 

  

山崎教育総務課長 

議案第２１号「河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
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の一部改正について」ご説明いたします。 

本件につきましては、新型コロナウイルス関連肺炎の感染予防のため、

市立小中学校を臨時休業した影響により、授業時数の不足が生じているこ

とから、令和２年度においては、夏季休業日を短縮し、これを授業時数に

充てるため、本規則第２条第１項第２号に規定する休業日のうち、夏季休

業日については、本則の規定にかかわらず、令和２年度での夏季休業日の

取扱いを規定するため、附則の改正をおこなうものです。また、夏季休業

日を短縮することにともない、第１学期および第２学期の期間の変更を要

することから、あわせて附則の改正を行うものでございます。 

改正の概要といたしましては、本則の第１学期については、４月１日か

ら８月３１日までと規定しているものの、附則において令和２年度の第１

学期については、４月１日から８月２３日までと規定します。また同様に

第２学期につきましては、９月１日から１２月３１日までと規定しており

ますが、これを附則において、令和２年度の２学期については、８月２４

日から１２月３１日までと規定します。加えて、本則の夏季休業日につい

ては、７月２１日から８月３１日までと規定しているものの、附則におい

て、令和２年度の夏季休業日については、８月８日から同月８月２３日ま

でと規定するものでございます。施行予定日につきましては公布の日とい

たします。 

説明は以上となります。ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

 

松本教育長 

それではご異議等ございませんでしょうか。 

ご異議等がないようですので、議案第２１号「河内長野市立小学校及び

中学校の管理運営に関する規則の一部改正について」を承認といたします。 

引き続き、議案第２２号「河内長野市立幼稚園の管理運営に関する規則

の一部改正について」の説明をお願いします。 

 

山崎教育総務課長 

議案第２２号「河内長野市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正
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について」ご説明いたします。 

本件につきましても議案第２１号と同様でございます。新型コロナウイ

ルス関連肺炎の感染予防のため、市立幼稚園を臨時休業とした影響により、

授業時数の不足が生じていることから、令和２年度においては、夏季休業

日を短縮し、これを授業時数に充てるため、本規則第２条第１項第２号に

規定する休業日のうち、夏季休業日については、本則の規定に関わらず、

令和２年度での夏季休業日の取り扱いを規定するため、附則の改正を行う

ものです。また夏季休業日を短縮することにともない、第１学期および第

２学期の期間の変更を要することから、あわせて附則の改正を行うもので

ございます。 

改正の概要といたしまして、本則の第１学期については、４月１日から

８月３１日までと規定しているものの、附則において令和２年度の第１学

期については、４月１日から８月２３日までと規定します。また同様に第

２学期については、９月１日から１２月３１日までと規定しているものの、

附則において令和２年度の２学期については、８月２４日から１２月３１

日までと規定します。加えて、本則の夏季休業日については、７月２１日

から８月３１日までと規定しているものの、附則において、令和２年度の

夏季休業日については、８月１日から８月２３日までと規定するものでご

ざいます。施行予定日につきましては、公布の日といたします。 

説明は以上でございます。ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

 

松本教育長 

ただいまの説明につきまして、ご異議等ありましたらお願いいたします。 

ご異議等がないようですので、議案第２２号「河内長野市立幼稚園の管

理運営に関する規則の一部改正について」を承認といたします。 

引き続き、議案第２３号「河内長野市立学校における学校運営協議会の

運営に関する規則の一部改正について」の説明をお願いします。 

 

生田教育指導課長 

議案第２３号「河内長野市立学校における学校運営協議会の運営に関す
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る規則の一部改正について」ご説明いたします。 

 

本件につきましては、地方教育行政の組織および運営に関する法律にお

いて、学校運営協議会を規定する条文の番号が変更されたことにより、本

規則の条文を改めるものでございます。 

改正の概要ですが、第１条中学校運営協議会の法律上の規定について、

条番号を第４７条の６から第４７条の５に改めるものでございます。あわ

せて「以下「法」という。」と記載しながら、以下「法」に言及する条文

がないため、これを削除するものでございます。施行予定日につきまして

は、公布の日といたします。 

説明は以上です。ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

 

松本教育長 

ただいまの説明につきまして、ご異議等ありましたらお願いいたします。 

ご異議等がないようですので、議案第２３号「河内長野市立学校におけ

る学校運営協議会の運営に関する規則の一部改正について」を承認といた

します。 

   次に報告案件に移ります。 

 

（6）報告案件（要旨） 

・報告第１８号「労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結について」 

市立公民館８館における、労働基準法第３６条に基づく労使協定の締

結について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第１項

及び教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づ

き、令和２年４月２８日付けで教育長が臨時で代理する議決を得た上で、

今回実施した旨報告し承認を得たもの。 

 

・報告第１９号「令和２年度河内長野市一般会計補正予算（案）について」 

令和２年６月市議会に提案された令和２年度河内長野市一般会計補正

予算(案)のうち、教育事務に係る部分について、地方教育行政の組織及び
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運営に関する法律第２９条に基づき、市長より意見を求められたもの。な

お、本件については緊急に市議会への議案を作成する必要が生じたため、

やむをえなく教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規

定に基づき教育長が臨時に代理したので、これを報告し承認を得たもの。 

 

・報告第２０号「令和２年度寺ケ池公園プールの休場に係る承認について」 

河内長野市都市公園条例第１４条の２第３項の規定に基づき、指定管理

者より、新型コロナウイルス関連肺炎の感染拡大防止のため、令和２年度

においては寺ケ池公園プールを休場する旨の承認の依頼があったが、休場

するにあたっては、同条例第１４条の２第４項の規定により７月号広報へ

の掲載等により、緊急に利用者への速やかな周知を図る必要性が生じたた

め、やむをえなく教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の

規定に基づき教育長が臨時に代理し承認したので、これを報告し承認を得

たもの。 

 

(7）その他報告（要旨） 

各部長・理事 

令和２年６月河内長野市議会定例会にかかる質問通告と答弁の要旨に

ついて 

 （別添資料により説明） 

 

中田理事 

こどもえいご村について 

 （別添資料により説明） 

 

各課長 

新型コロナウイルス感染症対策事業  7月市議会臨時会議案（補正予

算）分 

 （別添資料により説明） 
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伊藤文化財保護課長 

日本遺産の認定について 

 （別添資料により説明） 

 

閉 会 

松本教育長 

  以上で６月定例教育委員会を閉会します。 
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令和２年７月臨時教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  令和２年７月２８日（火） 午前１０時００分開催 

 

２．場 所 

  河内長野市役所８階 ８０２会議室  

 

 

 

 

令和２年７月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  令和２年７月２９日（水） 午前１０時００分開催 

  ※開始時間については、審議案件の件数により変更あり。 

 

２．場 所 

  河内長野市役所８階 ８０２会議室  
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教育長報告（令和２年５月２５日～令和２年６月２８日）  別 紙 

 

５月２６日（火） 

６月１日（月） 

 

６月２日（火） 

６月４日（木） 

６月８日（月） 

 

６月１０日（水） 

６月１１日（木） 

 

６月１２日（金） 

６月１５日（月） 

６月１６日（火） 

６月１８日（木） 

 

６月２２日（月） 

６月２４日（水） 

６月２５日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

教育物品寄贈式（小金丸工業株式会社寄贈） 

市部長会 

市議会本会議 

大阪府都市教育長協議会臨時役員会（ｱｳｨｰﾅ大阪） 

市校長会 

教育物品寄贈式（株式会社大阪ケース製作所及び河内長野

市商工会女性部寄贈） 

市議会本会議 

市議会本会議 

市教頭会 

大阪府教育庁応接 

福祉教育常任委員会 

地区中学校校長会（富田林市） 

予算常任委員会 

大阪府人事対策協議会（府庁） 

市議会本会議 

市議会本会議 

わかば基金運営委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月定例教育委員会会議 

 

 

 

 

 

議  案  書 



 

 

 

令和２年６月定例教育委員会会議提出議案目次  

（議決案件） 

議案第２１号   河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する

規則の一部改正について 

（説明担当 教育総務課・・・・・p.１） 

議案第２２号   河内長野市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部

改正について 

（説明担当 教育総務課・・・・・p.３） 

議案第２３号   河内長野市立学校における学校運営協議会の運営に

関する規則の一部改正について 

（説明担当 教育指導課・・・・・p.５） 

 

（報告案件） 

報告第１８号   労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結につい

て 

（説明担当 教育総務課・・・・p.７） 

報告第１９号   令和２年度河内長野市一般会計補正予算（案）につ

いて 

（説明担当 教育総務課、教育指導課、地域教育推進課、 

図書館・・・・p.８） 

報告第２０号   令和２年度寺ケ池公園プールの休場に係る承認につ

いて 

（説明担当 文化・スポーツ振興課・・・・p.９） 



 

 

 

議案第２１号 

 

河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正

について 

 

 

河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正に

ついては、次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 令和２年６月２９日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

１ 



 

 

 

 河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。  

  令和２年６月  日 

           河内長野市教育長       

 

河内長野市教育委員会規則第９号 

河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一

部を改正する規則  

河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３２年

河内長野市教育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。  

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、

附則に次の２項を加える。 

（令和２年度における第１学期及び第２学期の特例） 

２ 令和２年度における第２条第１項第１号アの規定の適用については、

同号ア中「４月１日から８月３１日まで」とあるのは「４月１日から

８月２３日まで」と、同号イの規定の適用については、同号イ中「９

月１日から１２月３１日まで」とあるのは「８月２４日から１２月３

１日まで」とする。  

（令和２年度における夏季休業日の特例） 

３ 令和２年度における第２条第１項第２号アの規定の適用については、

同号ア中「７月２１日から８月３１日まで」とあるのは、「８月８日

から同月２３日まで」とする。  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

２ 



 

 

 

議案第２２号 

 

河内長野市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正について 

 

 

河内長野市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正については、

次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 令和２年６月２９日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

３ 



 

 

 

 河内長野市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。  

  令和２年６月  日 

                河内長野市教育長       

 

河内長野市教育委員会規則第１０号 

河内長野市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部を改正す

る規則 

河内長野市立幼稚園の管理運営に関する規則（昭和３２年河内長野市

教育委員会規則第１４号）の一部を次のように改正する。  

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、

附則に次の２項を加える。 

（令和２年度における第１学期及び第２学期の特例） 

２ 令和２年度における第２条第１項第１号アの規定の適用については、

同号ア中「４月１日から８月３１日まで」とあるのは「４月１日から

８月２３日まで」と、同号イの規定の適用については、同号イ中「９

月１日から１２月３１日まで」とあるのは「８月２４日から１２月３

１日まで」とする。  

（令和２年度における夏季休業日の特例） 

３ 令和２年度における第２条第１項第２号アの規定の適用については、

同号ア中「７月２１日から８月３１日まで」とあるのは、「８月１日

から同月２３日まで」とする。  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

４ 



 

 

 

議案第２３号 

 

河内長野市立学校における学校運営協議会の運営に関する規則の一

部改正について 

 

 

河内長野市立学校における学校運営協議会の運営に関する規則の一部

改正については、次のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 令和２年６月２９日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

５ 



 

 

 

 河内長野市立学校における学校運営協議会の運営等に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。  

    令和２年６月  日 

河内長野市教育長  

 

河内長野市教育委員会規則第１１号  

河内長野市立学校における学校運営協議会の運営等に関する

規則の一部を改正する規則 

 河内長野市立学校における学校運営協議会の運営等に関する規則（平成

２２年河内長野市教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。  

 第１条中「。以下「法」という。」を削り、「第４７条の６」を「第４

７条の５」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 



 

 

 

報告第１８号 

 

労働基準法第３６条に基づく労使協定の締結について 

 

 

教育委員会事務局職員に係る労働基準法第３６条に基づく労使協定の

締結について、別冊１のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月２９日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

７ 



 

 

 

報告第１９号 

 

令和２年度河内長野市一般会計補正予算（案）について 

 

 令和２年度河内長野市一般会計補正予算（案）について、別冊２のとお

り報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 令和２年６月２９日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

８ 



 

 

 

報告第２０号 

 

令和２年度寺ケ池公園プールの休場に係る承認について 

 

 

令和２年度寺ケ池公園プールの休場に係る承認について、次のとおり

報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 令和２年６月２９日 

河内長野市教育長 松本 芳孝 

 

９ 



 

 

 

 河内長野市都市公園条例（昭和４２年河内長野市条例第３９号）第１４

条の２第３項の規定による、寺ケ池公園プールの令和２年度の休場に係る

承認については以下のとおり。 

 

１ 施設の名称  

    寺ケ池公園プール  

 

２ 指定管理者  

    河内長野市ＳＳＫクリーン工房共同事業体  

      住所：大阪府大阪市中央区上本町西１丁目２番１９号  

      代表者：代表取締役 佐々木 恭一 

 

３ 承認に係る期間  

    令和２年７月１日から令和２年８月３１日まで  

 

４ 承認日 

    令和２年６月９日 

１０ 
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